










4-1 施策体系

本計画は、第 2 章で示したように、地球温暖化対策の推進に関する法律第 21 条第 3 項

に基づく地方公共団体実行計画であるとともに、気候変動適応法第 12 条に基づく地域気

候変動適応計画を内包していることから、これらを踏まえた施策体系とする必要があり

ます。

また、国の「地球温暖化対策計画」における削減施策に加え、本市独自の施策を併せて

実施することで、第 3 章で示した長期的に目指す将来像の実現や、温室効果ガス＊の削減

目標の達成に向けて取り組んでいきます。

これらを踏まえ、実施施策の体系は、「仙台市地球温暖化対策推進計画 2016-2020」に

おける施策体系を踏まえながら、緩和策＊と適応策＊を 2 つの大きな柱とします（図 4-1）。

第1章 計画改定の趣旨及び背景

第2章 計画の基本的事項

第3章 計画の目標

第4章 施策体系及び実施施策

第5章 計画の推進

巻末資料

25 ミリ
①　脱炭素社会に向けた持続的で効率的なまちづくりを進める

②　3E（省エネ・創エネ・蓄エネ）の普及・エネルギーの最適利用を推進する

③　環境にやさしい交通への転換を進める

④　持続可能な資源循環都市を目指した取り組みを進める

①　気候変動が農業や自然環境に及ぼす影響を把握し適応する

②　自然災害による被害を最小限に抑える

③　健康に与える影響を把握し軽減する

④　事業活動・生活環境におけるリスクに備える

⑤　環境を意識したライフスタイル・ビジネススタイルを定着させ行動を促す

⑥　地域経済と環境の好循環を生み出す

図４-1　緩和策と適応策の体系図
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杜の都環境プランで目指す環境都市像

「杜の都環境プラン」では、目指す環境都市像として「杜の恵みを活かした、持続可能

なまち」を掲げ、本市の重要な都市個性であり、まちづくりの基盤となる「杜の都」の良

好な環境を維持・向上させ、将来へと確実に継承するとともに、本市の強みを活かしなが

ら、魅力的な都市として持続的に発展していくことを目指すこととしています。また、こ

の環境都市像のもと、3 つの目指すまちのあり方を掲げています。

【環境都市像】　杜の恵みを活かした、持続可能なまち
～目指すまちのあり方～

「全ての主体が環境のことを考え、行動するまち」を目指します

持続可能な社会の構築に向けては、一人ひとりが環境

に配慮したアクションを起こすことが重要です。

環境配慮行動が、快適で豊かな暮らしや企業価値の向

上、そしてまち全体の成長につながるという考え方が共

有され、多様な主体が連携・協力しあうことにより、仙

台らしい、環境にやさしいライフスタイル・ビジネスス

タイルが定着したまちを目指します。

また、こうした行動のあり方を「杜の都スタイル」として内外に発信します。

「『杜の都』の資源が活用され、循環するまち」を目指します

本市の強みである、多様な自然環境や、自然と調和し

た都市環境、そして環境課題に取り組む市民の力を「杜

の都」の資源として捉え、最大限活かすとともに、地域

や人をつなぎ、市域内での循環を図る持続可能なまちを

目指します。

「環境への取り組みが新たな価値を生み、成長を促すまち」を目指します

本市の強みを活かしながら、環境への取り組みを推進

し、あわせて経済の活性化や、心の豊かさ、まちの品格・

風格も向上させ、環境と成長の好循環が生まれ、続いて

いくまちを目指します。

また、仙台を起点として環境価値を広め、杜の都のブ

ランド力の向上を図ります。
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